
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
受
付

令
和
７
・
８
年
度
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資

格
審
査
の
申
請
受
付
を
行
い
ま
す
。

対対  

建
設
工
事 

県
内
に
主
た
る
営
業
所
の
あ
る
建
設
業
者 

12
月
２
日（
月
）〜
13
日（
金
） 

県
外
に
主
た
る
営
業
所
の
あ
る
建
設
業
者 

12
月
16
日（
月
）〜
27
日（
金
） 

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど 

本
島・周
辺
離
島
に
主
た
る
営
業
所
の
あ
る
業
者 

12
月
２
日（
月
）〜
13
日（
金
） 

宮
古・八
重
山
に
主
た
る
営
業
所
の
あ
る
業
者 

令
和
７
年
１
月
７
日（
火
）〜
20
日（
月
） 

県
外
に
主
た
る
営
業
所
の
あ
る
業
者 

12
月
16
日（
月
）〜
27
日（
金
）

問問  

技
術
・
建
設
業
課 

☎
０
９
８
─８
６
６
─２
３
７
４

ご
利
用
中
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て

お
困
り
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

ご
利
用
中
の
福
祉
施
設
や
事
業
所
に
対
す
る

苦
情
に
つ
い
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所

と
の
話
し
合
い
が
困
難
な
場
合
は
、
沖
縄
県
福

祉
サ
ー
ビ
ス
運
営
適
正
化
委
員
会
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問問  

沖
縄
県
福
祉
サ
ー
ビ
ス
運
営
適

正
化
委
員
会 

☎
０
９
８
─８
８
２
─５
７
０
４

統
計
調
査
員
募
集
の
お
知
ら
せ

令
和
７
年
は
５
年
に
一
度
の
国
勢
調
査
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

県
と
市
町
村
で
は
、
調
査
に
携
わ
る
統
計
調

査
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
活
動
期
間
は
令
和

７
年
８
月
下
旬
か
ら
10
月
下
旬
頃
ま
で
で
す
。

詳
し
く
は
、
お
住
ま
い
の
市
町
村
担
当
課
へ ホームページホームページ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問問  

統
計
課 

☎
０
９
８
─８
６
６
─２
０
５
０

沖
縄
県
生
活
困
窮
者

暮
ら
し
サ
ポ
ー
ト
事
業

県
で
は
、
自
立
相
談
支
援
機
関
で
策
定
す
る

個
別
支
援
計
画（
プ
ラ
ン
）に
基
づ
き
、
一
定
期

間
主
体
的
に
自
立
に
向
け
て
取
り
組
む
方
を
対

象
に
、
食
料
品
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

生
活
に
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
お
住
い
の

地
域
を
管
轄
す
る
自
立
相
談
支
援
機
関
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

期期  

申
込
期
間 

〜
令
和
７
年
３
月
10
日（
月
）

対対  

令
和
６
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
２
月
28

日
ま
で
に
自
立
相
談
支
援
機
関
に
お
い
て
自

立
相
談
支
援
計
画
を
策
定
し
た
方

問問  

事
業
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

☎
０
５
７
０
─０
２
７
─１
１
６

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
出
張
申
請
受
付
実
施
中

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
促
進
を
目
的

と
し
て
、
出
張
申
請
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
商
業
施
設
や
公
共
施
設
の
ほ
か
、
企

業
や
福
祉
施
設
な
ど
に
ス
タ
ッ
フ
が
伺
い
、
申

請
受
付
を
行
い
ま
す
。

健
康
保
険
証
や
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
行
政
手
続

に
利
用
で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
ぜ
ひ
、

こ
の
機
会
に
申
請
し
ま
せ
ん
か
。

期期  

出
張
申
請
実
施
期
間 

〜
令
和
７
年
１
月
下
旬

申申  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

☎
０
９
８
─９
１
７
─５
４
５
５

ホームページホームページ

離職や収入の減少、就職、住まいや家族
関係などで生活・暮らしにお困りの方は、
一人で悩まずお気軽にお住まいの市町村
を管轄する自立相談支援機関にご相談
ください。

生活困窮者自立支援制度
について

生活困窮者自立支援制度
について

保護・援護課 ☎098-866-2428 県ホームページ

相談窓口一覧

戦後79年が経った今でも、沖縄県で
は多くの不発弾が見つかっています。建
築工事や土地活用などを行う際には、不
発弾探査を実施しましょう。

沖縄県不発弾探査補助金沖縄県不発弾探査補助金

防災危機管理課（分室）☎098-866-2153

ホームページ

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ること
を目的として、困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度
です。また、生活保護の申請は
国民の権利です。生活保護を必
要とする可能性は、どなたにで
もあるものですので、ためらわ
ずにお住まいの地域の福祉事
務所までご相談ください。

生活保護制度について

県ホームページ 相談窓口一覧

お住まいの地域の福祉事務所

民生委員・児童委員は地域の身近な相
談・支援ボランティアです。県内各市町
村では、民生委員・児童委員になってい
ただける方を随時募集しています。

民生委員・児童委員の
募集

民生委員・児童委員の
募集

お住まいの市町村の民生委員担当課または
民生委員児童委員協議会

ホームページ

日 月 火 水 木 金 土

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

情報情報ひひろろばば
対対対象費費費用、料金場場場所、会場

期期期間、期限

問問問い合わせ先申申申し込み先他他その他

日日実施日、開催日、試験日

2024年 12月

12
月

１
月

令
和
６
年
度
美
術
館
企
画
展

『
○
で
も
×
で
も
な
い
も
の
！
』

〜「
Ａ
Ｒ
Ｔ
と
私
」正
解
の
な
い 

 

「
教
育
普
及
」展
〜

ア
ー
ト
と
私
が
向
き
合
っ
た
と
き
、
そ
こ
に

正
解
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
自
分
自
身
の

手
・
耳
・
目
・
心
で
触
れ
て
、
感
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
答
え
を
見
つ
け
に
、
ア
ー
ト
の
無
限
の

可
能
性
を
確
か
め
に
、
ぜ
ひ
美
術
館
ギ
ャ
ラ

リ
ー
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

期期  

〜
令
和
７
年
１
月
13
日（
月
） 

休
館
日 

月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
開
館
）、

12
月
29
日
〜
令
和
７
年
１
月
３
日

費費  

一
般 

１
２
０
０
円（
９
６
０
円
） 

高
校
・
大
学
生 

６
０
０
円（
４
８
０
円
） 

小
・
中
学
生 

４
０
０
円（
３
２
０
円
） 

未
就
学
児 

無
料 

※（　
）内
は
前
売
り
料
金
お
よ
び
団
体
料
金 

※ 

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

お
よ
び
介
助
者
１
名
は
当
日
料
金
の
半
額

（
身
分
証
の
提
示
が
必
要
で
す
）

問問  

沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館 

☎
０
９
８
─９
４
１
─８
２
０
０

天
候
上
の
理
由
な
ど
に
よ
り
、情
報
ひ
ろ
ば
に

掲
載
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
中
止
や
延
期

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
の
情
報
は
、

各
問
い
合
わ
せ
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

イ
ベ
ン
ト

ホームページ

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

「
未
来
の
空
手
家
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

沖
縄
空
手
の
未
来
を
担
う
少
年
少
女
を
、
現

在
活
躍
す
る
空
手
指
導
者
と
と
も
に
県
外
に
派

遣
し
、
空
手
指
導
者
と
同
じ
舞
台
で
演
武
を
行

う
機
会
を
創
出
す
る
た
め
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ

ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

沖
縄
空
手
の
振
興
の
た
め
、
未
来
を
担
う
少

年
少
女
の
育
成
が
重
要
で
す
！
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
へ
の
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問問  

空
手
振
興
課 

☎
０
９
８
─８
６
６
─２
２
３
２

お
き
な
わ
省
エ
ネ
家
電

買
換
応
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

県
で
は
、
省
エ
ネ
家
電
へ
の
買
換
え
に
対
し
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
ポ
イ
ン
ト
な
ど
の
還
元
に
よ

る
購
入
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

期期  

〜
令
和
７
年
１
月
31
日（
金
）

対対  

エ
ア
コ
ン
お
よ
び
冷
蔵
庫

問問  

お
き
な
わ
省
エ
ネ
家
電
買
換
応

援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局 

☎
０
５
０
─５
８
１
０
─３
０
８
５

子
育
て
世
帯
生
活
応
援
ク
ー
ポ
ン

県
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
用
品
の
物
価
が
高
騰

す
る
中
で
も
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
、

対
象
の
ご
家
庭
へ
ミ
ル
ク
・
お
む
つ
・
尿
取
り

パ
ッ
ド
と
交
換
可
能
な
ク
ー
ポ
ン
を
配
布
し
て

い
ま
す
。

期期  

申
込
受
付 

〜
12
月
13
日（
金
） 

利
用
期
間  

〜
令
和
７
年
１
月
31
日（
金
）

対対  

対
象
者
Ａ 

非
課
税
・
生
活
保
護
・
児
童
扶
養
手
当
受
給
世

帯
の
い
ず
れ
か
で
、
令
和
２
年
９
月
２
日
か

ら
令
和
６
年
９
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方 

対
象
者
Ｂ 

令
和
６
年
９
月
１
日
時
点
に
お
い
て
、
有
効
期

限
内
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
助
成
制
度

の
支
給
決
定
を
受
け
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

他他  

支
援
内
容 

支
援
物
品（
対
象
者
Ａ
の
方
は
ミ

ル
ク
・
お
む
つ
、
対
象
者
Ｂ
の
方
は
お
む
つ
・

尿
取
り
パ
ッ
ド
）と
交
換
可
能
な
ク
ー
ポ
ン
を

配
布
し
ま
す
。 

対
象
者
Ａ 

５
０
０
０
円
分
╱
人 

対
象
者
Ｂ 

２
２
０
０
０
円
分
╱
人

問問  

沖
縄
子
育
て
生
活
支
援
受
付
事
務
局 

☎
０
１
２
０
─０
２
５
─１
２
５

農
地
の
貸
借
は
農
地
バ
ン
ク
で
！

沖
縄
県
農
業
振
興
公
社
は
、「
農
地
バ
ン
ク
」

と
し
て
農
地
の
貸
し
借
り
の
仲
介
役
を
担
っ
て

い
ま
す
。
賃
料
の
徴
収
や
支
払
い
を
公
社
が
行

い
、
農
地
は
契
約
期
間
が
終
わ
れ
ば
所
有
者
へ

お
返
し
し
ま
す
。
使
っ
て
い
な
い
農
地
を
お
持

ち
の
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問問  （
公
財
）沖
縄
県
農
業
振
興
公
社 

☎
０
９
８
─８
８
２
─６
８
０
１

お
知
ら
せ

子子どどもも・・教教育育

「「空空手手発発祥祥のの地地・・沖沖縄縄」」かからら世世界界にに羽羽ばばたたけけ！！

未未来来のの空空手手家家応応援援ププロロジジェェククトト

1,123,700円円

2025年年1月月5日日ままでで

沖縄空手の未来を担う少年少女を、現在活躍する空手指導者と共に県外に派遣し、空手指導者と

と同じ舞台で演武を行う機会を創出することで、今後の空手へのモチベーションアップに繋げ、

将来の空手指導者の育成を図ります。

≪対象者≫ 令和６年８月に開催した「第２回沖縄空手少年少女世界大会」の県内出身上位者

≪派遣場所≫ 関西又は関東

未来の空手指導者に皆様からのエールをお願いします！！！

沖縄を発祥の地とする空手は、国籍や言語、宗教、人種等の壁を越えて世

界に広まり、現在では、世界190か国余り、１億３千万人もの空手愛好家
がいるといわれるほど普及しています。

沖縄空手を今後も正しく保存・継承し、将来にわたっての振興を図るため

には、未来を担う少年少女の育成が重要です。未来の空手指導者を育てる

本プロジェクトへの支援を何卒よろしくお願いいたします。

https://www.furusato-tax.jp/gcf/3559

沖沖縄縄県県

ホームページホームページ

ホームページホームページ

13 12美ら島沖縄 2024.12 美ら島沖縄 2024.12
県民総ぐるみで飲酒運転根絶！
「飲酒運転をしない させない 許さない」

県民総ぐるみで飲酒運転根絶！
「飲酒運転をしない させない 許さない」


